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す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等�

に
関
す
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部
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〇
み
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森
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の
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条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例�
（
林
業
振
興
課
）　
　

二

条
　
　
　
例

　

流
域
下
水
道
の
構
造
及
び
終
末
処
理
場
の
維
持
管
理
の
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
月
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
六
号

　
　
　

流
域
下
水
道
の
構
造
及
び
終
末
処
理
場
の
維
持
管
理
の
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

流
域
下
水
道
の
構
造
及
び
終
末
処
理
場
の
維
持
管
理
の
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
三
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
第
二
十
五
条
の
十
八
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
の
三
十
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
又
は
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第

三
十
一
号
）
の
施
行
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
月
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
七
号

　
　
　

議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
三
項
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
月
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
八
号

　
　
　

�

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
平
成
二
十
七
年

宮
城
県
条
例
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
二
項
を
削
る
。

　

第
四
条
中
「
第
十
九
条
第
十
号
」
を
「
第
十
九
条
第
十
一
号
」
に
、「
別
表
第
三
」
を
「
別
表
第
二
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
の
一
の
項
中

「

７�　

先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
に
係
る
医
療
費
用
の
交
付

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
別
に
規
則
で
定
め
る
も
の
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８�　

療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
別
に
規
則
で

定
め
る
も
の

」

を「

７�　

先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
に
係
る
医
療
費
用
の
交
付

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
別
に
規
則
で
定
め
る
も
の

」

に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
を
削
り
、
別
表
第
三
を
別
表
第
二
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

保
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
月
十
一
日

�
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
九
号

　
　
　

保
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

保
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
宮
城
県
条
例
第
八
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３�　

救
護
施
設
等
は
、
前
項
に
規
定
す
る
訓
練
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
地
域
住
民
の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
連
携
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
月
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
七
十
号

　
　
　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
四
の
項
中
「
三
五
〇
円
」
を
「
三
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。���������������������������������������������������

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
家
畜
の
所
有
者
が
そ
の
所
有
す
る
家
畜
に
つ
い
て
受
け
た
注
射
に
係
る
手
数
料
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

み
や
ぎ
森
と
緑
の
県
民
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
月
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
七
十
一
号

　
　
　

み
や
ぎ
森
と
緑
の
県
民
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

み
や
ぎ
森
と
緑
の
県
民
条
例
（
平
成
三
十
年
宮
城
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
公
共
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
を
「
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す

る
等
の
た
め
の
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
に
、「
第
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
条
第

二
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


